
診療報酬改定に伴うお知らせ

生活習慣病管理料への移行について

施設基準のお知らせ

2024年6月1日からの診療報酬改定に伴い「特定疾患療養管理料」の対象疾患から糖尿病・
高血圧症・脂質異常症が「生活習慣病管理料（Ⅱ）」へ移行となります。
厚労省の指針に従い「糖尿病」「高血圧症」「脂質異常症」のいずれかが主病で通院されている
患者様には個人に応じた生活習慣療養計画書をお渡しすることになります。
＊初回のみ署名をいただきます。
患者様の状態に応じて28日以上の長期処方を行うこと、リフィル処方箋を発行することのいずれ
にも対応可能ですが、病状に応じて適切に判断させていただきます。

当院ではかかりつけ医機能充実のため下記の施設基準を取得しております。

● 外来感染対策向上加算
発熱その他感染症を疑わせるような症状を呈する患者様には、従来通り適切な感染対策を講
じた上で診察を行っております。

● 医療DX推進体制整備加算
当院はマイナンバーによる資格確認を行っております。
またより質の高い診療を行うため同意いただける患者
様についてはオンライン資格確認による情報（受診歴、
薬剤情報、特定健診情報など）を取得して活用いた
します。正確な情報を取得・活用するためマイナ保険
証によるオンライン資格確認等の利用にご協力お願い
します。

● 明細書について
当院は療養担当規則に則り明細書については無償で
交付いたします。

● 一般名での処方について
 （商品名ではなく有効成分で処方箋を発行すること）

当院では後発医薬品のある医薬品について商品名ではなく、一般名処方を行っています。一般
名処方により特定の区薬品の供給が不足しても必要な医薬品が提供しやすくなります。 


